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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ る 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 車 載 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク に 流 れ る デ ー タ の 正 否 の 判 定 に 関 す る 処 理 を 行 う 処 理 部 を 備 え 、
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク に 流 れ る 複 数 の デ ー タ を 受 信 し 、
　 受 信 し た 前 記 複 数 の デ ー タ に お い て 、 同 種 の デ ー タ を 連 続 し て 受 信 し た 際 の 受 信 間 隔 を  
導 出 し 、
　 前 記 受 信 間 隔 と 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 先 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点  
を 基 準 と し た 正 常 周 期 範 囲 と に 基 づ き 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 後 に 受 信 し  
た デ ー タ の 正 否 の 判 定 を 行 い 、
　 複 数 の 動 作 状 態 に 遷 移 し 、 前 記 複 数 の 動 作 状 態 は 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る に あ た  
り 基 準 と な る デ ー タ の 受 信 を 行 う 基 準 デ ー タ 受 信 状 態 と 、 特 定 さ れ た 前 記 正 常 周 期 範 囲 に  
基 づ き 受 信 し た デ ー タ の 正 否 を 判 定 す る 判 定 実 行 状 態 と を 含 み 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に 同 種 の デ ー タ を 受 信 で き な か っ た 場 合 、 前 記 基 準 デ ー タ 受 信 状 態  
に 遷 移 し 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 以 降 に 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周  
期 範 囲 を 特 定 し 、
　 前 記 判 定 実 行 状 態 に 遷 移 す る
　 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 は 、 前 記 デ ー タ の 種 別 に 基 づ き 決 定 さ れ る 送 信 周 期 を 基 準 値 と し て 上  
下 限 値 が 設 定 さ れ た 範 囲 で あ る
　 請 求 項 １ に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 受 信 間 隔 が 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 先 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点  
を 基 準 と し た 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 で あ る 場 合 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 後 に  
受 信 し た デ ー タ は 正 常 で あ る と 判 定 し 、
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　 前 記 受 信 間 隔 が 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 で な い 場 合 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内  
の 後 に 受 信 し た デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 す る
　 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
（ 削 除 ）
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 個 数 が 一 つ の 場 合 、 該 正 常 周 期 範 囲 内  
に て 受 信 し た 一 つ の デ ー タ は 正 常 で あ る と 判 定 し 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 個 数 が 複 数 の 場 合 、 該 正 常 周 期 範 囲 内  
に て 受 信 し た 複 数 の デ ー タ に 含 ま れ る い ず れ か の デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 個 数 が 複 数 の 場 合 、 前 記 正 常 周 期 範 囲  
以 降 に 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 又 は 請 求 項 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 先 に 受 信 し た デ ー タ の 判 定 に 用 い ら れ た 前 の 正 常 周 期 範 囲 と 、 前 記 先 に 受 信 し た デ ー タ  
の 受 信 時 点 を 基 準 と し た 今 回 の 正 常 周 期 範 囲 と の 間 に て 、 該 デ ー タ と 同 種 の デ ー タ を 受 信  
し た 場 合 、 該 同 種 の デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ 又 は 請 求 項 ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 先 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 と し た 正 常 周 期 範 囲 内 に て 、 該 デ ー タ と 同 種 の デ  
ー タ を １ つ 受 信 し た 場 合 、 該 同 種 の デ ー タ は 正 常 で あ る と 判 定 し 、
　 正 常 で あ る と 判 定 し た デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 又 は 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置  
。
【 請 求 項 ９ 】
（ 削 除 ）
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 処 理 部 は 、 前 記 基 準 デ ー タ 受 信 状 態 で は 異 常 検 知 を 行 わ な い
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 又 は 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置  
。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 処 理 部 は 、 前 記 基 準 デ ー タ 受 信 状 態 で は セ キ ュ リ テ ィ ロ グ を 保 存 し な い
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ 、 又 は 請 求 項 １ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載  
の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 処 理 部 は 、 受 信 し た デ ー タ が 異 常 で あ る 判 定 し た 場 合 、 異 常 の 態 様 に 応 じ た 情 報 を  
ア ク セ ス 可 能 な 所 定 の 記 憶 領 域 に 記 憶 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ 、 請 求 項 １ ０ 又 は 請 求 項 １ １ の い ず れ か  
１ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 ア ク セ ス 可 能 な 所 定 の 記 憶 領 域 は 、 揮 発 性 の 記 憶 領 域 で あ り 、
　 前 記 処 理 部 は 、 前 記 車 両 の Ｉ Ｇ ス イ ッ チ が オ フ に さ れ た 場 合 、 前 記 揮 発 性 の 記 憶 領 域 に  
記 憶 し た 情 報 を 、 ア ク セ ス 可 能 な 所 定 の 不 揮 発 性 の 記 憶 領 域 に 移 行 す る
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 車 載 装 置 。
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【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 処 理 部 は 、 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 前 記 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る 際 、 前  
記 基 準 と な っ た デ ー タ の 種 類 と 受 信 時 点 と を 関 連 付 け て ア ク セ ス 可 能 な 所 定 の 記 憶 領 域 に  
記 憶 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ 、 又 は 、 請 求 項 １ ０ か ら 請 求 項 １ ３ の い  
ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 処 理 部 は 、 前 記 車 両 の Ｉ Ｇ ス イ ッ チ が オ ン に さ れ た 場 合 、
　 予 め 定 め ら れ た ダ イ ア グ マ ス ク 期 間 が 経 過 し た 後 、 最 初 に 受 信 し た デ ー タ 及 び 該 デ ー タ  
と 同 種 の デ ー タ を 連 続 し て 受 信 し 、
　 前 記 連 続 し て 受 信 し た デ ー タ の 受 信 間 隔 が 、 最 初 に 受 信 し た デ ー タ を 基 準 と し た 前 記 正  
常 周 期 範 囲 内 で あ る 場 合 、 前 記 連 続 し て 受 信 し た デ ー タ の 内 の 後 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信  
時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ 、 又 は 、 請 求 項 １ ０ か ら 請 求 項 １ ４ の い  
ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 車 両 に 搭 載 さ れ る 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク に 流 れ る 複 数 の デ ー タ を 受 信 し 、
　 受 信 し た 前 記 複 数 の デ ー タ に お い て 、 同 種 の デ ー タ を 連 続 し て 受 信 し た 際 の 受 信 間 隔 を  
導 出 し 、
　 前 記 受 信 間 隔 と 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 先 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点  
を 基 準 と し た 正 常 周 期 範 囲 と に 基 づ き 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 後 に 受 信 し  
た デ ー タ の 正 否 の 判 定 を 行 い 、
　 複 数 の 動 作 状 態 に 遷 移 し 、 前 記 複 数 の 動 作 状 態 は 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る に あ た  
り 基 準 と な る デ ー タ の 受 信 を 行 う 基 準 デ ー タ 受 信 状 態 と 、 特 定 さ れ た 前 記 正 常 周 期 範 囲 に  
基 づ き 受 信 し た デ ー タ の 正 否 を 判 定 す る 判 定 実 行 状 態 と を 含 み 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に 同 種 の デ ー タ を 受 信 で き な か っ た 場 合 、 前 記 基 準 デ ー タ 受 信 状 態  
に 遷 移 し 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 以 降 に 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周  
期 範 囲 を 特 定 し 、
　 前 記 判 定 実 行 状 態 に 遷 移 す る
　 処 理 を 実 行 さ せ る プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 車 両 に 搭 載 さ れ る 車 載 ネ ッ ト ワ ー ク に 流 れ る 複 数 の デ ー タ を 受 信 し 、
　 受 信 し た 前 記 複 数 の デ ー タ に お い て 、 同 種 の デ ー タ を 連 続 し て 受 信 し た 際 の 受 信 間 隔 を  
導 出 し 、
　 前 記 受 信 間 隔 と 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 先 に 受 信 し た デ ー タ の 受 信 時 点  
を 基 準 と し た 正 常 周 期 範 囲 と に 基 づ き 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内 の 後 に 受 信 し  
た デ ー タ の 正 否 の 判 定 を 行 い 、
　 複 数 の 動 作 状 態 に 遷 移 し 、 前 記 複 数 の 動 作 状 態 は 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 を 特 定 す る に あ た  
り 基 準 と な る デ ー タ の 受 信 を 行 う 基 準 デ ー タ 受 信 状 態 と 、 特 定 さ れ た 前 記 正 常 周 期 範 囲 に  
基 づ き 受 信 し た デ ー タ の 正 否 を 判 定 す る 判 定 実 行 状 態 と を 含 み 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に 同 種 の デ ー タ を 受 信 で き な か っ た 場 合 、 前 記 基 準 デ ー タ 受 信 状 態  
に 遷 移 し 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 以 降 に 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 受 信 時 点 を 基 準 に 次 の 正 常 周  
期 範 囲 を 特 定 し 、
　 前 記 判 定 実 行 状 態 に 遷 移 す る
　 処 理 を 実 行 さ せ る 情 報 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 処 理 部 は 、
　 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 に て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 個 数 が 複 数 の 場 合 、 該 正 常 周 期 範 囲 内  
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に て 受 信 し た 複 数 の デ ー タ に 含 ま れ る い ず れ か の デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 し 、
　 前 記 受 信 間 隔 が 、 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 で な い 場 合 、 連 続 し て 受 信 し た 同 種 の デ ー タ の 内  
の 後 に 受 信 し た デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 し 、
　 前 記 複 数 の デ ー タ に 含 ま れ る い ず れ か の デ ー タ は 異 常 で あ る と 判 定 し た 際 の 判 定 コ ー ド  
と 、 前 記 受 信 間 隔 が 前 記 正 常 周 期 範 囲 内 で な い こ と に よ り 異 常 で あ る と 判 定 し た 際 の 判 定  
コ ー ド と を 異 な ら せ る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ 、 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ８ 、 又 は 、 請 求 項 １ ０ か ら 請 求 項 １ ５ の い  
ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 載 装 置 。
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